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資料 1 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

（ＰＦＩ法） 

（平成十一年七月三十日 法律第百十七号） 

（最終改正：平成一七年〇八月一五日 法律第〇九五号）

 

 

 （目的） 

第一条 この法律は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の促

進を図るための措置を講ずること等により、効率的かつ効果的に社会資本を整備するととも

に、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄

与することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「公共施設等」とは、次の各号に掲げる施設（設備を含む。）をいう。

一 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道等の公共施設  

二 庁舎、宿舎等の公用施設  

三 公営住宅及び教育文化施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐

車場、地下街等の公益的施設  

四 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設（廃棄物処理施設を除く。）、

観光施設及び研究施設  

五 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの  

２ この法律において「特定事業」とは、公共施設等の整備等（公共施設等の建設、改修、維持

管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同

じ。）に関する事業（市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を含む。）

であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施

されるものをいう。  

３ この法律において「公共施設等の管理者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。  

一 公共施設等の管理者である各省各庁の長（衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計

検査院長及び大臣をいう。以下同じ。）又は特定事業を所管する大臣  

二 公共施設等の管理者である地方公共団体の長又は特定事業を実施しようとする地方公共団

体の長  

三 公共施設等の整備等を行う独立行政法人、特殊法人その他の公共法人（市街地再開発事業、

土地区画整理事業その他の市街地開発事業を施行する組合を含む。以下「公共法人」という。）

４ この法律において「選定事業」とは、第六条の規定により選定された特定事業をいう。  

５ この法律において「選定事業者」とは、第七条第一項の規定により選定事業を実施する者と

して選定された者をいう。  
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 （基本理念） 

第三条 公共施設等の整備等に関する事業は、国及び地方公共団体（これらに係る公共法人を含

む。以下この条及び第十八条において同じ。）と民間事業者との適切な役割分担並びに財政資金

の効率的使用の観点を踏まえつつ、行政の効率化又は国及び地方公共団体の財産の有効利用にも

配慮し、当該事業により生ずる収益等をもってこれに要する費用を支弁することが可能である等

の理由により民間事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事

業者にゆだねるものとする。  

２ 特定事業は、国及び地方公共団体と民間事業者との責任分担の明確化を図りつつ、収益性を

確保するとともに、国及び地方公共団体の民間事業者に対する関与を必要最小限のものとするこ

とにより民間事業者の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良

好なサービスが国民に対して提供されることを旨として行われなければならない。 

 （基本方針等） 

第四条 内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、特定事業の実施に関する基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。  

２ 基本方針は、特定事業の実施について、次に掲げる事項（地方公共団体が実施する特定事業

については、特定事業の健全かつ効率的な促進のために必要な事項に係るもの）を定めるものと

する。  

一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項  

二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項 

三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項  

四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項 

五 その他特定事業の実施に関する基本的な事項 

３ 基本方針は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。 

一 特定事業の選定については、公共施設等の整備等における公共性及び安全性を確保しつつ、

事業に要する費用の縮減等資金の効率的使用、国民に対するサービスの提供における行政のかか

わり方の改革、民間の事業機会の創出その他の成果がもたらされるようにするとともに、民間事

業者の自主性を尊重すること。  

二 民間事業者の選定については、公開の競争により選定を行う等その過程の透明化を図るとと

もに、民間事業者の創意工夫を尊重すること。  

三 財政上の支援については、現行の制度に基づく方策を基本とし、又はこれに準ずるものとす

ること。  

４ 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、各省各庁の長に協議する

とともに、民間資金等活用事業推進委員会の議を経なければならない。  

５ 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、各省各庁

の長に送付しなければならない。  

６ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。  

７ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、基本方針を勘案した上で、第三項各号に掲げる事項

に配慮して、地域における創意工夫を生かしつつ、特定事業が円滑に実施されるよう必要な措置
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を講ずるものとする。  

 （実施方針）  

第五条 公共施設等の管理者等は、次条の特定事業の選定及び第七条第一項の民間事業者の選定

を行おうとするときは、基本方針にのっとり、特定事業の実施に関する方針（以下「実施方針」

という。）を定めるものとする。  

２ 実施方針は、特定事業について、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 

一 特定事業の選定に関する事項  

二 民間事業者の募集及び選定に関する事項  

三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項  

四 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項  

五 第十条第一項に規定する事業計画又は協定の解釈について疑義が生じた場合における措置

に関する事項  

六 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項  

七 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項  

八 その他特定事業の実施に関し必要な事項  

３ 公共施設等の管理者等は、実施方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。  

４ 前項の規定は、実施方針の変更について準用する。  

 （特定事業の選定） 

第六条 公共施設等の管理者等は、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切である

と認める特定事業を選定することができる。  

 （民間事業者の選定等） 

第七条 公共施設等の管理者等は、前条の規定により特定事業を選定したときは、当該特定事業

を実施する民間事業者を公募の方法等により選定するものとする。  

２ 前項の規定により選定された民間事業者は、本来同項の公共施設等の管理者等が行う事業の

うち、第十条第一項に規定する事業計画又は協定において当該民間事業者が行うこととされた公

共施設等の整備等を行うことができる。  

 （客観的な評価） 

第八条 公共施設等の管理者等は、第六条の特定事業の選定及び前条第一項の民間事業者の選定

を行うに当たっては、客観的な評価（当該特定事業の効果及び効率性に関する評価を含む。）を

行い、その結果を公表しなければならない。  

２ 公共施設等の管理者等は、前条第一項の民間事業者の選定を行うに当たっては、民間事業者

の有する技術及び経営資源、その創意工夫等が十分に発揮され、低廉かつ良好なサービスが国民

に対して提供されるよう、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件によ

り評価を行うものとする。  

 （地方公共団体の議会の議決） 

第九条 地方公共団体は、特定事業に係る契約でその種類及び金額について政令で定める基準に

該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。 
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 （指定管理者の指定に当たっての配慮等） 

第九条の二 地方公共団体は、この法律に基づき整備される公共施設等の管理について、地方自

治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項の規定を適用する場合において

は、同条第四項から第六項までに規定する事項について、選定事業の円滑な実施が促進されるよ

う適切な配慮をするとともに、同条第十一項の規定に該当する場合における選定事業の取扱いに

ついて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとする。 

 （選定事業の実施） 

第十条 選定事業は、基本方針及び実施方針に基づき、公共施設等の管理者等及び選定事業者が

策定した事業計画若しくは協定又は選定事業者（当該施設の管理者である場合を含む。）が策定

した事業計画に従って実施されるものとする。  

２ 選定事業者が国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（当該法人の出資又は拠出に係

る法人を含む。）である場合には、当該選定事業者の責任が不明確とならないよう特に留意して、

前項の事業計画又は協定において公共施設等の管理者等との責任分担が明記されなければなら

ない。  

 （国の債務負担） 

第十一条 国が選定事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出

すべき年限は、当該会計年度以降三十箇年度以内とする。  

 （行政財産の貸付け） 

第十一条の二 国は、必要があると認めるときは、国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）

第十八条第一項の規定にかかわらず、選定事業の用に供するため、行政財産（同法第三条第二項

に規定する行政財産をいう。次項から第五項まで及び次条第一項から第四項までにおいて同じ。）

を選定事業者に貸し付けることができる。  

２ 前項に定めるもののほか、国は、選定事業者が一棟の建物の一部が当該選定事業に係る公共

施設等である当該建物（以下この条において「特定建物」という。）の全部又は一部を所有しよ

うとする場合に おいて、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかか

わらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該 選定事業者

に貸し付けることができる。  

３ 前二項に定めるもののほか、国は、前項の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた

者が特定建物のうち選定事業に係る公共施設等の部分以外の部分（以下この条において「特定民

間施設」という。）を選定事業の終了（当該選定事業を行うため締結した契約の解除による終了

を含む。以下この条及び次条において同じ。）の後においても引き続き所有しようとする場合に

おいて、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政

財産である土地を、その用途又は 目的を妨げない限度において、その者（当該選定事業を行う

ため締結した契約の解除による終了の場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公

共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第八項において同

じ。）に貸し付けることができる。  

４ 前三項に定めるもののほか、国は、第二項の規定により行政財産である土地の貸付けを受け

た選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国
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有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、その用途又は目的を

妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者（当該公共施設等の管理者等

が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。  

５ 前項の規定は、第三項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政

財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設（特定民間施設であった施設を含む。）

を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理

者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等（特定民間施設であった施

設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理

者等）」と読み替えるものとする。  

６ 地方公共団体は、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定

にかかわらず、選定事業の用に 供するため、行政財産（同法第二百三十八条第三項に規定する

行政財産をいう。次項から第十項まで及び次条第五項から第八項までにおいて同じ。）を選定事

業者に貸し付けることができる。  

７ 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、選定事業者が特定建物の全部又は一部を所有し

ようと する場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項

の規定にかかわらず、行政財産である土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該

選定事業者に貸し付けることができる。  

８ 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、前項の規定により行政財産である土地の貸付

けを受けた者が特定民間施設を選定事業の終了の後に おいても引き続き所有しようとする場合

において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわら

ず、当該行政財産である 土地を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付

けることができる。  

９ 前三項に定めるもののほか、地方公共団体は、第七項の規定により行政財産である土地の貸

付けを受けた選定事業者が特定民間施設を譲渡しようとする場合において、必要があると認める

ときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産である土地を、

その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間施設を譲り受けようとする者（当該公

共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けること

ができる。  

１０ 前項の規定は、第八項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行

政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定民間施設（特定民間施設であった施設を含む。）

を譲渡しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「当該公共施設等の管理

者等」とあるのは、「当該特定民間施設に係る公共施設等の管理者等（特定民間施設であった施

設を譲渡しようとする場合にあっては、当該特定民間施設であった施設に係る公共施設等の管理

者等）」と読み替えるものとする。  

１１ 前各項の規定による貸付けについては、民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百四条

並びに借地借家法（平成三年法律第九十号）第三条及び第四条の規定は、適用しない。  

１２ 国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項から第五項ま

での規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二 項及び第二百三十八条の
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五第三項から第五項までの規定は第六項から第十項までの規定による貸付けについて、それぞれ

準用する。  

第十一条の三 前条第一項から第五項までに定めるもののほか、国は、必要があると認めるとき

は、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、特定施設（第二条第一項第三号及び第四号

に掲げる施設（公営住宅を除く。以下この項において「第三号及び第四号施設」という。）並び

に同条第一項第五号の政令で定める施設のうち第三号及び第四号施設に準ずるものとして政令

で定めるものをいう。以下この条において同じ。）の設置の事業であって、選定事業の実施に資

すると認められるもの（以下この条において「特定民間事業」という。）の用に供するため、行

政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に貸

し付けることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、国は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者が特定民間

事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しようとする場

合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該

行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者（当該選定事業を行うため締結

した契約の解除による終了の場合にあっては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係

る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。第六項において

同じ。）に貸し付けることができる。 

３ 前二項に定めるもののほか、国は、第一項の規定により行政財産の貸付けを受けた選定事業

者が特定民間事業に係る特定施設（特定施設を利用する権利を含む。以下この項において同じ。）

を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、国有財産法第十八条第一項の規

定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定施設を

譲り受けようとする者（当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当該公共施設等の管理に関

し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、第二項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政

財産の貸付けを受けた者が当該特定施設（特定施設を利用する権利を含む。）を譲渡しようとす

る場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者

等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等（当該選定事業の終了の後にあっ

ては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替え

るものとする。 

５ 前条第六項から第十項までに定めるもののほか、地方公共団体は、必要があると認めるとき

は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定民間事業の用に供するため、

行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、当該特定民間事業を行う選定事業者に

貸し付けることができる。 

６ 前項に定めるもののほか、地方公共団体は、同項の規定により行政財産の貸付けを受けた者

が特定民間事業に係る特定施設を選定事業の終了の後においても引き続き所有し、又は利用しよ

うとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規

定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度において、その者に貸し付

けることができる。 
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７ 前二項に定めるもののほか、地方公共団体は、第五項の規定により行政財産の貸付けを受け

た選定事業者が特定民間事業に係る特定施設（特定施設を利用する権利を含む。以下この項にお

いて同じ。）を譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときは、地方自治法第二百

三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該行政財産を、その用途又は目的を妨げない限度に

おいて、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該選定事業に係る公共施設等の管理者等が当

該公共施設等の管理に関し適当と認める者に限る。）に貸し付けることができる。 

８ 前項の規定は、第六項又は前項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行政

財産の貸付けを受けた者が当該特定施設（特定施設を利用する権利を含む。）を譲渡しようとす

る場合について準用する。この場合において、前項中「当該選定事業に係る公共施設等の管理者

等」とあるのは、「当該選定事業に係る公共施設等の管理者等（当該選定事業の終了の後にあっ

ては、当該選定事業に係る公共施設等であった施設に係る公共施設等の管理者等）」と読み替え

るものとする。 

９ 前条第十一項及び第十二項の規定は、前各項の規定による貸付けについて準用する。この場

合において、同条第十二項中「第一項から第五項まで」とあるのは「第十一条の三第一項から第

四項まで」と、「第六項から第十項まで」とあるのは「第十一条の三第五項から第八項まで」と

読み替えるものとする。 

 （国有財産の無償使用等） 

第十二条 国は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、国有財産（国有財産法

第二条第一項に規定する国有財産をいう。）を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用さ

せることができる。  

２ 地方公共団体は、必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産（地方自

治法第二百三十八条第一項に規定する公有財産をいう。）を無償又は時価より低い対価で選定事

業者に使用させることができる。  

 （無利子貸付け） 

第十三条 国は、予算の範囲内において、選定事業者に対し、選定事業のうち特に公共性が高い

と認めるものに係る資金について無利子で貸付けを行うことができる。  

２ 国は、前項の規定により無利子で貸付けを行う場合には、日本政策投資銀行、沖縄振興開発

金融公庫その他の政府系金融機関等の審査機能又は貸付け機能を活用することができる。  

 （資金の確保等及び地方債についての配慮） 

第十四条 国又は地方公共団体は、選定事業の実施のために必要な資金の確保若しくはその融通

のあっせん又は法令の範囲内における地方債についての特別の配慮に努めるものとする。  

 （土地の取得等についての配慮） 

第十五条 選定事業の用に供する土地等については、選定事業者が円滑に取得し、又は使用する

ことができるよう、土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）に基づく収用その他関係法令

に基づく許可等の処分について適切な配慮が行われるものとする。  

 （支援等） 

第十六条 第十一条の二から前条までに規定するもののほか、国及び地方公共団体は、特定事業

の実施を促進するため、基本方針及び実施方針に照らして、必要な法制上及び税制上の措置を講
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ずるとともに、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うものとする。  

２ 前項の措置及び支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた柔軟かつ弾力的

なものであり、かつ、地方公共団体及び公共法人の主体性が十分に発揮されるよう配慮されたも

のでなければならない。  

 （規制緩和） 

第十七条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施を促進するため、民間事業者の技術の活用及

び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和を速やかに推進するものとする。 

 （協力） 

第十八条 国及び地方公共団体並びに民間事業者は、特定事業の円滑な実施が促進されるよう、

協力体制を整備すること等により相互に協力しなければならない。  

 （啓発活動等及び技術的援助等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、特定事業の実施について、知識の普及、情報の提供等を行う

とともに、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動を推進するものとする。  

２ 国及び地方公共団体は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、民間事業者に対する

技術的な援助について必要な配慮をするとともに、特許等の技術の利用の調整その他民間事業者

の有する技術の活用について特別の配慮をするものとする。  

 （担保不動産の活用等） 

第二十条 選定事業者が選定事業を実施する際に不動産を取得した場合であって当該不動産が

担保に供されていた場合において、当該不動産に担保権を有していた会社、当該不動産を担保と

して供していた会社又は当該不動産に所有権を有していた会社に損失が生じたときは、当該会社

は、当該損失に相当する額を、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、

繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から十年以内に、毎決算期に

均等額以上の償却をしなければならない。  

２ 前項の規定の適用がある場合における商法（明治三十二年法律第四十八号）第二百九十条第

一項及び第二百九十三条ノ五第三項（これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同法第二百九十条第一項中「左ノ金額」とあるのは、「左ノ金額及内

閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

第二十条第一項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額中内閣府令ニ定ムル金額

ノ合計額」と、同法第二百九十三条ノ五第三項中「第一号乃至第四号ノ金額」とあるのは「第一

号乃至第四号ノ金額及内閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律第二十条第一項ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額

中内閣府令ニ定ムル金額ノ合計額」とする。 

 （民間資金等活用事業推進委員会） 

第二十一条 内閣府に、民間資金等活用事業推進委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、実施方

針の策定状況、特定事業の選定状況、特定事業の客観的な評価状況その他民間資金等の活用によ

る国の公共施設等の整備等の実施状況を調査審議する。  

３ 民間事業者等は、委員会に対し、民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等に関する
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意見を提出することができる。  

４ 委員会は、前二項の場合において必要があると認めるときは、民間資金等の活用による国の

公共施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見

を述べることができる。  

５ 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項の意見を受けてとった措置について、委員会に

報告しなければならない。  

６ 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関

係地方公共団体の長又は関係団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求

めることができる。この場合において、委員会は、提出を受けた資料その他所掌事務を遂行する

ために収集した資料の公表に関し必要な措置を講ずるものとする。  

 （委員会の組織） 

第二十二条 委員会は、学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する委員九人で組織する。

２ 専門の事項を調査審議させる必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。 

３ 委員会に、必要に応じ、部会を置くことができる。  

４ 前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （政令への委任） 

第二十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   

 附則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

 （検討） 

第二条 政府は、少なくとも三年ごとに、この法律に基づく特定事業の実施状況（民間事業者の

技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような規制の撤廃又は緩和の状況を含む。）につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

第三条 政府は、公共施設等に係る入札制度の改善の検討を踏まえつつ、民間事業者から質問又

は提案を受けること等の特定選定（特定事業を実施する民間事業者の選定をいう。以下この条に

おいて同じ。）における民間事業者との対話の在り方、段階的な事業者選定の在り方、特定選定

の手続における透明性及び公平性の確保その他の特定選定の在り方について検討を加え、その結

果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

  

 附則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。 

  

 附則 （平成一三年一二月一二日法律第一五一号） 

 （施行期日） 
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 この法律は、公布の日から施行する。 

  

 附則 （平成一四年五月二九日法律第四五号） 抄 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。 

  

 附則 （平成一五年七月三〇日法律第一三二号） 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

  

 附則 （平成一七年八月一五日法律第九五号） 

 （施行期日） 

 この法律は、公布の日から施行する。 
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資料 2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に 

関する基本方針（ＰＦＩ基本方針） 

（平成 12年 3 月 13 日 総理府告示第 11 号） 

 

21 世紀を迎えるに当たり、本格的な少子・高齢社会が到来する中で国民が真に豊かさを実感で

きる社会を実現するためには、効率的かつ効果的に社会資本を整備し、質の高い公共サービスを

提供することが、国、地方公共団体及び特殊法人その他の公共法人の公共施設等の管理者等に課

せられた重要な政策課題であるが、この実現のために、民間の資金、経営能力及び技術的能力を

活用し、財政資金の効率的な使用を図りつつ、官民の適切な役割及び責任の分担の下に、公共施

設等の整備等（公共施設等の建設、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民

に対するサービスの提供を含む。以下同じ。）に関する事業の実施を民間事業者に行わせること

が適切なものについてはできる限り民間事業者にゆだねることが求められている。 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業（以下「ＰＦＩ事業」という。）は、

公共性のある事業（公共性原則）を、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して（民間経

営資源活用原則）、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に

実施するものであり（効率性原則）、特定事業の選定及び民間事業者の選定においては公平性が

担保され（公平性原則）、特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されねば

ならない（透明性原則）。さらに、ＰＦＩ事業の実施に当たっては、各段階での評価決定につい

ての客観性が求められ（客観主義）、公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、

明文により、当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすることが必須であり（契約主義）、

事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の独立性が確保されなければ

ならない（独立主義）。公共施設等の管理者等は、公共サービスの提供を目的に事業を行おうと

する場合、当該事業を民間事業者に行わせることが財政の効率化、公共サービスの水準の向上等

に資すると考えられる事業については、できる限りその実施をＰＦＩ事業として民間事業者にゆ

だねることが望まれる。 

 

このＰＦＩ事業の着実な実施は、次のような成果をもたらすものと期待される。 

第一は、国民に対して低廉かつ良質な公共サービスが提供されることである。この目的を達成

することは、もとより公的部門の重要な課題である。しかし、近年国及び地方公共団体の財政は

極めて厳しい状況にあり、着実に財政構造改革を進めていく必要があるところ、民間事業者の経

営上のノウハウの蓄積及び技術的能力の向上を背景に、公共施設等の整備等にその経験と能力の

活用を図ることが求められている。このような状況の下で、ＰＦＩ事業による公共サービスの提

供が実現すると、それぞれのリスクの適切な分担により、事業全体のリスク管理が効率的に行わ

れること、加えて、建設（設計を含む。）、維持管理及び運営の全部又は一部が一体的に扱われる

こと等により、事業期間全体を通じての事業コストの削減、ひいては全事業期間における財政負

担の縮減が期待できる。また同時に、質の高い社会資本の整備及び公共サービスの提供を可能に

するものである。このＰＦＩ事業を円滑に実施することにより、他の公共施設等の整備等に関す



 13

る事業においても、民間の創意工夫等が活用されることを通じて、その効果が広範に波及するこ

とが期待される。 

 

第二は、公共サービスの提供における行政の関わり方が改革されることである。ＰＦＩ事業は、

民間事業者にゆだねることが適切なものについて、民間事業者の自主性、創意工夫を尊重しつつ、

公共施設等の整備等に関する事業をできる限り民間事業者にゆだねて実施するものである。この

ことによって、財政資金の効率的利用が図られ、また、官民の適切な役割分担に基づく新たな官

民パートナーシップが形成されていくものと期待される。 

 

第三は、民間の事業機会を創出することを通じて経済の活性化に資することである。ＰＦＩ事

業は、従来主として国、地方公共団体等の公的部門が行ってきた公共施設等の整備等の事業を民

間事業者にゆだねることから、民間に対して新たな事業機会をもたらす効果があることに加えて、

他の収益事業と組み合わせて実施することによっても、新たな事業機会を生み出すことになる。

また、ＰＦＩ事業のための資金調達方法として、プロジェクト・ファイナンス等新たな手法を取

り入れることにより、金融環境が整備されるとともに、新しいファイナンス・マーケットの創設

につながることが予想される。これらの結果、新規産業を創出し、経済構造改革を推進する効果

が期待される。 

 

以上のような認識の下に、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重したＰＦＩ事業の促進を図る

ことは、喫緊の政策課題といえる。国及び地方公共団体においては、公共施設等の管理者等が特

定事業の実施を円滑に進められるように、以下に示すところにより、所要の財政上及び金融上の

支援、関連する既存法令との整合性の明確化、規制の緩和等の措置を講ずる必要がある。 

 

本基本方針は、公共施設等の管理者等が、共通の方針に基づいてＰＦＩ事業を実施することを

通じて、効率的かつ効果的な社会資本の整備が促進されることを期し、民間資金等の活用による

公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「法」という。）第 4条

第 1 項の規定に基づき、特定事業の実施に関する基本的な方針として定めるものである。なお、

本基本方針は、国等（法第 2 条第 3 項第 1 号及び第 3 号に掲げる者をいう。以下同じ。）が公共

施設等の管理者等として行うＰＦＩ事業について主として定めるものであり、同時に、地方公共

団体においても、法の趣旨にのっとり、本基本方針の定めるところを参考として、ＰＦＩ事業の

円滑な実施の促進に努めるものとする。 

 

一 民間事業者の発案による特定事業の選定その他特定事業の選定に関する基本的な事項 

 

 １ 特定事業に係る一般的事項 

  国等は、公共施設等の整備等に関する事業を行う場合、民間の持つ資金、経営能力及び技術

的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されることが可能な事業であって、民間

事業者に行わせることが適切なものについては、できる限りその実施を民間事業者にゆだねる

ものとする。 
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 ２ 実施方針の策定及び公表 

  (1)  国等は、ＰＦＩ事業の円滑な実施を促進していくためには、具体的な特定事業を早期

に実現し、その実施過程の中で諸制度の整備、改善を図っていくことが必要であるとの観

点に立ち、公共施設等の整備等に関する事業のうち、事業の分野、形態、規模等にかんが

み、ＰＦＩ事業としての適合性が高く、かつ、国民のニーズに照らし、早期に着手すべき

ものと判断される事業から、法第 5条に定める実施方針を策定する等の手続に着手するこ

ととする。また、民間事業者からの発案のあった事業については、下記 4に従い、積極的

にこれを取り上げて、必要な措置を講ずるものとする。 

(2)  国等は、実施方針の策定及び公表を、公平性及び透明性の確保の観点から、当該事業

に関する情報が早くかつ広く周知されるよう、なるべく早い段階で行うこととする。 

  (3)  国等は、実施方針において、法第 5 条第 2 項各号に掲げる事項を定めるものとする。

実施方針の策定に当たっては、民間事業者にとって特定事業への参入のための検討が容易

になるよう、当該特定事業の事業内容、民間事業者の選定方法等についてなるべく具体的

に記載するものとする。この際、実施方針は、公表当初において相当程度の具体的内容を

備えた上で、当該特定事業の事業内容の検討の進行に従い、順次詳細化して補完すること

としても差し支えない。 

 

 ３ 特定事業の選定及び公表 

  国等は、実施方針の策定後、当該事業の実施可能性等を勘案した上で、これを特定事業とし

て実施することが適切であると判断したときは、法第 6条に基づく特定事業として選定するこ

ととする。法第 6条に基づく特定事業の選定及び法第 8条に基づく客観的な評価の結果の公表

については、次の点に留意して行うものとする。なお、下記(2)及び(3)の算定及び評価につい

ては、漸次その客観性及び透明性の向上を図るよう努めていく必要がある。 

  (1)  特定事業の選定に当たっては、ＰＦＩ事業として実施することにより、公共施設等の

建設、維持管理及び運営が効率的かつ効果的に実施できることを基準とすること。これを

具体的に評価するに当たっては、民間事業者にゆだねることにより、公共サービスが同一

の水準にある場合において事業期間全体を通じた公的財政負担の縮減を期待することが

できること又は公的財政負担が同一の水準にある場合においても公共サービスの水準の

向上を期待することができること等を選定の基準とすること。 

  (2)  公的財政負担の見込額の算定に当たっては、財政上の支援に係る支出、民間事業者か

らの税収その他の収入等が現実に見込まれる場合においてこれらを調整する等適切な調

整を行って、将来の費用（費用の変動に係るリスクをできる限り合理的な方法で勘案した

ものとする。）と見込まれる公的財政負担の総額を算出の上、これを現在価値に換算する

ことにより評価すること。 

  (3)  公共サービスの水準の評価は、できる限り定量的に行うことが望ましいが、公共サー

ビスの水準のうち定量化が困難なものを評価する場合においては、客観性を確保した上で

定性的な評価を行うこと。 

  (4) 特定事業の選定を行ったときは、その判断の結果を、評価の内容（公共サービスの水
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準について定性的な評価を行った場合は、その評価の方法と結果を含む。以下同じ。）と

併せ、民間事業者の選定その他公共施設等の整備等への影響に配慮しつつ、速やかに公表

すること。なお、実施方針の策定及び公表後に、事業の実施可能性等についての客観的な

評価の結果等に基づき特定事業の選定を行わないこととしたときも同様とすること。 

  (5)  上記(4)の公表のほか、選定又は不選定に係る評価の結果に関する詳細な資料について

は、民間事業者の選定その他公共施設等の整備等の実施への影響に配慮しつつ、適切な時

期に適宜公表すること。 

 

 ４ 民間事業者の発案に対する措置 

  国等は、ＰＦＩ事業の促進にとって有益な民間事業者からの活発な発案を促すため、民間事

業者からの発案に関し、次の点に留意して対応するものとする。 

  (1)  公共施設等の管理者等は、民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、公表等を行う

体制を整える等、適切な対応をとるために必要な措置を積極的に講ずること。 

   (2)  民間事業者からの発案に対してこれを実施に移すことが適当であると認めたときは、

実施方針の策定等について、公共施設等の管理者等が発案したＰＦＩ事業の場合と同じ手

続を行うこととすること。 

   (3)  民間事業者の発案による事業案について相当の期間内に実施方針の策定までに至らな

かった場合には、その判断の結果及び理由を発案者に速やかに通知すること。さらに、こ

れらの事業案の概要、公共施設等の管理者等の判断の結果及び理由の概要につき、当該事

業者の権利その他正当な利益及び公共施設等の整備等の実施に対する影響に留意の上、適

切な時期に適宜公表すること。 

 

二 民間事業者の募集及び選定に関する基本的な事項 

 

 １ 国（法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる者をいう。以下同じ。）は、法第 7 条第 1 項に基づく

民間事業者の選定及び法第8条に基づく客観的な評価の結果の公表については次の点に留意

して行うものとする。 

   (1)  民間事業者の募集及び選定に関しては、「公平性原則」にのっとり競争性を担保しつつ、

「透明性原則」に基づき手続の透明性を確保した上で実施するよう留意すること。加えて、

できる限り民間事業者の創意工夫が発揮されるように留意するとともに、所要の提案準備

期間の確保にも配慮すること。 

   (2)  会計法令の適用を受ける契約に基づいて行われる事業を実施する民間事業者の選定に

際しては、会計法令に基づき、一般競争入札によることを原則とすること。 

   (3)  競争入札に際し、会計法令の規定に従い価格及びその他の条件により選定を行うこと

とする場合には、客観的な評価基準を設定すること。公共サービスの水準等について、や

むを得ず定性的な評価基準を用いる場合でも、評価結果の数量化により客観性を確保する

こと。 

   (4)  会計法令の規定の適用を受けない場合においても、競争性を担保すること。また、こ
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の場合又は随意契約による場合においても、上記(3)の趣旨にのっとった客観的な評価を

行うことを条件とすること。 

   (5)  募集に当たっては、民間事業者の創意工夫が極力発揮されるように、会計法令に定め

るところの範囲内において、提供されるべき公共サービスの水準を必要な限度で示すこと

を基本とし、構造物、建築物等の具体的な仕様の特定については必要最小限にとどめるこ

と。 

   (6)  民間事業者には質問の機会を与えるとともに、質問に係る情報提供に当たっては、競

争条件を損なわないよう、公正に行うこと。 

   (7)  民間事業者の選定を行ったときは、その結果を評価の結果、評価基準及び選定の方法

に応じた選定過程の透明性を確保するために必要な資料（公表することにより、民間事業

者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるものを除く。）と併せて

速やかに公表すること。 

   (8)  民間事業者の募集及び選定に係る過程を経た結果、民間事業者を選定せず、特定事業

の選定を取り消すこととした場合においては、上記一３(4)及び(5)に準じ、公表すること。 

 

 ２ 特殊法人その他の公共法人（法第 2 条第 3 項第 3 号に掲げる者をいう。）は、民間事業者

の選定等について、上記１(1)から(8)までの規定に準じて、公正かつ適正に実施するものと

する。 

 

 ３ 国は、上記１(3)及び(4)に記載された客観的な評価基準、定性的な客観性の確保等に関し

ては、ＰＦＩ事業に係る評価手法と評価手続の特性を考慮して、漸次、その手法及び手続と

規範の在り方を実務的に定め、透明性の向上を図るよう努めなければならない。 

 

三 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する基本的な事項 

 

 国等は、選定事業の適正かつ確実な実施の確保を図るため、国等及び民間事業者の責任の明確

化等について次の点に留意して措置するものとする。 

 

 １ 公共施設等の管理者等は、実施方針において、選定事業における公共施設等の管理者等の

関与、リスク及びその分担をできる限り具体的に明らかにすること。 

 

 ２ 事業計画又は協定等（以下「協定等」という。）において、以下の諸点に留意して規定し、

協定等は公開すること（ただし、公開することにより、民間事業者の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれのある事項については、あらかじめ協定等で合意の上、これ

を除く。）。 

   (1)  協定等は、選定事業に係る責任とリスクの分担その他協定等の当事者の権利義務を取

り決めるものであり、できる限りあいまいさを避け、具体的かつ明確に取り決めること。 

   (2)  公共施設等の管理者等は、協定等において、選定事業者により提供されるサービスの

内容と質、サービス水準の測定と評価方法、料金及び算定方法等、協定等の当事者双方の
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負う債務の詳細並びにその履行方法に加えて、当事者が協定等の規定に違反した場合に、

選定事業の修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治癒及び当事者の救済措置

等を規定すること。 

   (3)  公共施設等の管理者等は、民間事業者に対する関与を必要最小限のものにすることに

配慮しつつ、適正な公共サービスの提供を担保するため、以下の事項等を考慮し、協定等

でこれらについて合意しておくこと。 

    (イ)  公共施設等の管理者等が、選定事業者により提供される公共サービスの水準を監視

することができること。 

    (ロ)  公共施設等の管理者等が、選定事業者から、定期的に協定等の義務履行に係る事業

の実施状況報告の提出を求めることができること。 

    (ハ)  公共施設等の管理者等が、選定事業者から、公認会計士等による監査を経た財務の

状況についての報告書（選定事業の実施に影響する可能性のある範囲内に限る。）の

提出を定期的に求めることができること。 

    (ニ)  選定事業の実施に重大な悪影響を与えるおそれがある事態が発生したときには、公

共施設等の管理者等は選定事業者に対し報告を求めることができるとともに、第三者

である専門家による調査の実施とその調査報告書の提出を求めることができること。 

    (ホ)  公共サービスの適正かつ確実な提供を確保するために、必要かつ合理的な措置と、

公共施設等の管理者等の救済のための手段を規定すること。 

    (ヘ)  公共施設等の管理者等による選定事業に対する、上記(イ)から(ホ)までに基づく協

定等の規定の範囲を超えた関与は、安全性の確保、環境の保全に対する検査・モニタ

リング等、選定事業の適正かつ確実な実施の確保に必要とされる合理的な範囲に限定

すること。 

   (4)  選定事業のリスク分担について、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リ

スクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担するとの考え方に基づいて

取り決めること。また、経済的に合理的な手段で軽減又は除去できるリスクについては、

適切な措置を講ずるものとし、協定等において、その範囲及び内容を、できる限り具体的

かつ明確に規定すること。 

   (5)  選定事業の終了時期を明確にするとともに、事業終了時における土地等の明渡し等、

当該事業に係る資産の取扱いについては、経済的合理性を勘案の上、できる限り具体的か

つ明確に規定すること。 

   (6)  事業継続が困難となる事由を、できる限り具体的に列挙し、当該事由が発生した場合

又は発生するおそれが強いと認められる場合における協定等の当事者のとるべき措置を、

その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。事業修復の可

能性があり、事業を継続することが合理的である場合における事業修復に必要な措置を、

その責めに帰すべき事由の有無に応じて、具体的かつ明確に規定すること。事業破綻時に

おける公共サービスの提供の確保については、上記(5)に規定する当該事業に係る資産の

取扱いを含め、当該事業の態様に応じて、的確な措置を講ずることを規定すること。 

   (7)  協定等の解除条件となる事由に関し、その要件及び当該事由が発生したときに協定等
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の当事者のとるべき措置について、上記(5)及び(6)に留意の上、具体的かつ明確に規定す

ること。 

   (8)  上記(4)から(7)までに規定する協定等の当事者の対応が、選定事業における資金調達

の金額、期間、コストその他の条件に大きな影響を与えることに留意し、適切かつ明確な

内容とすることに留意すること。また、当該選定事業が破綻した場合、公共施設等の管理

者等と融資金融機関等との間で、事業及び資産の処理に関し直接交渉することが適切であ

ると判断されるときは、融資金融機関等の債権保全等その権利の保護に配慮しつつ、あら

かじめ、当該選定事業の態様に応じて適切な取決めを行うこと。 

   (9)  選定事業者の責任により組成される金融の仕組みによって、選定事業者の破綻に伴い、

金融機関等第三者が選定事業の継承を要求し得る場合には、公共性、公平性の観点に基づ

き、継続的な公共サービスの提供を確保するために合理的である限りにおいて、あらかじ

め、協定等において適切な取決めを行うこと。 

   (10) 協定等若しくはその規定の解釈について疑義が生じた場合又は協定等に規定のない事

項に関し係争が生じた場合に、これらを解消するための手続その他の措置については、当

該選定事業の態様に応じ、あらかじめ、具体的かつ明確に規定すること。 

 

 ３ 選定事業者が、国又は地方公共団体の出資又は拠出に係る法人（当該法人の出資又は拠出

に係る法人を含む。）である場合、公共施設等の管理者等は、具体的かつ明確な責任分担の

内容を、選定事業者その他の利害関係者に対し明らかにし、透明性を保持するよう特段の配

慮をすること。 

 

 ４ 選定事業者が、当該選定事業以外の他の事業等に従事する場合に、かかる他の事業等に伴

うリスクにより当該選定事業に係る公共サービスの提供に影響を及ぼすおそれがあるとき

は、この影響を避けるため又は最小限にするため、協定等に必要な規定を設ける等、適切な

措置を講ずること。また、選定事業者が、選定事業を実施するために新たに設立された法人

である場合に、選定事業の実施に係る懸念を解消するため適当なときは、公共施設等の管理

者等と選定事業者の出資者との間で、選定事業の適正かつ確実な実施を担保するために必要

な措置を、経済合理性を勘案の上、別途合意しておくこと。 

 

四 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する基本的な事項 

 

 １ 政府は、特定事業の実施に係る法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に

関して、ＰＦＩ事業の円滑な推進を図るため、次の基本的な考え方に立ち、適切な措置を講

じていくものとする。 

   (1)  財政上の支援については、本来公共施設等の管理者等が受けることのできる支援の範

囲内で、民間の選定事業者が受けられるように配慮すること。 

   (2)  税制上の措置については、現行の制度に基づくものを基本としつつ、ＰＦＩ事業の推

進のために必要な措置を検討すること。 

   (3)  政府系金融機関等による金融上の支援における選定事業の位置付けを整備し、選定事
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業者に対する政府系金融機関等の融資が、円滑に実施されるように配慮すること。 

   (4)  法第 17 条の規定の趣旨に十分配慮して、業法及び公物管理法等について、ＰＦＩ事業

推進のために必要な規制の撤廃又は緩和を速やかに推進すること。なお、選定事業者の法

的地位の明確化が必要であるとの観点に立ち、同事業の円滑な推進に支障が生じないよう、

法令の解釈、適用等を含め、法制上の位置付けを整備すること。また、民間事業者の選定

に関する手続については、法附則第 3条の規定を踏まえ、整備を図ること。 

   (5)  国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業の用に供することについては、法第

12 条第 1項の規定の趣旨を踏まえ、早急にその具体的な取扱いを定めること。 

   (6)  直接金融、間接金融を問わず、民間資金を多様な手段によって効率的、効果的に活用

できることが、ＰＦＩ事業の円滑な実施に資することにかんがみ、選定事業に係る協定等

の締結に当たり、選定事業者による多様な手段を通じた民間資金の円滑な調達が可能とな

るように配慮し、このために必要な環境の整備を図ること。 

   (7)  選定事業における金融の仕組みがプロジェクト・ファイナンスである等、当該選定事

業より生ずる収入と、当該選定事業に係る有形資産又は無形資産の担保化に専ら依拠する

場合において、協定等の当事者がかかる手法の態様を考慮し合理的かつ適切な協定等を取

り決めることができるように、担保に関する制度等に関し、必要な環境の整備を図ること。 

   (8)  ＰＦＩ事業のために取得される不動産に担保が設定されている場合、法第 20 条第 1項

に基づき、当該不動産の担保権者、担保提供者又は所有権者に生ずる損失は、繰延資産と

して整理した上で、10 年以内の償却が認められることに留意し、担保不動産の活用につい

て周知を図ること。 

 

 ２ 国等は、民間事業者の特定事業への参入のための検討が容易となるよう、実施方針の中で、

次の点について具体的な内容をできる限り明らかにするものとする。 

   (1)  選定事業の実施に当たって必要な許認可等及び選定事業者が行い得る公共施設等の維

持管理又は運営の範囲 

   (2)  適用可能な選定事業者への補助金、制度融資等 

   (3)  適用可能な税制上の優遇措置 

   (4)  選定事業の用に供する国有財産を無償又は時価より低い対価で選定事業者に使用させ

ることに関する事項 

 

五 民間資金等活用事業推進委員会に関する基本的な事項 

 

 民間資金等活用事業推進委員会（以下「推進委員会」という。）は、法第 21 条の規定に基づき、

政府と協力して、ＰＦＩ事業の実施を促進するために、以下の役割等を担う。 

 

 １ 民間資金等の活用による国の公共施設等の整備等（以下五において「国の公共施設等の整

備等」という。）については、推進委員会がその実施状況や民間事業者等からの意見につい

て所要の調査審議を行い、ＰＦＩ事業の実施の促進のために必要があると認める場合、内閣

総理大臣又は関係行政機関の長に意見を述べ、国の公共施設等の整備等の促進及び総合調整
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を図る。 

 

 ２ 推進委員会は、政府とともに、内外のＰＦＩに関する情報、選定事業の実施状況、ＰＦＩ

事業に関連する法制度、税制等に関する情報等、ＰＦＩ事業の円滑な推進に寄与する情報を

収集し、国民のＰＦＩ事業に対する理解やＰＦＩ事業に関わる関係者の便宜のためにこれら

の情報を広く一般に供する。 

 

 ３ 推進委員会は、上記１のとおり内閣総理大臣等に対し意見を述べるほか、国がＰＦＩ事業

を実施するに当たり、その円滑な推進のために要請したときには、国の公共施設等の整備等

の総合調整を図る観点から当該機関に対し適切な助言を行う。 

 

 ４ 国の公共施設等の整備等に関する民間事業者等からの意見、提言又は苦情については、推

進委員会が受け付け、ＰＦＩ事業の実施の促進のために必要があると認める場合、国の公共

施設等の整備等の促進及び総合調整を図るため、内閣総理大臣又は関係行政機関の長に意見

を述べる。 

 

 ５ 推進委員会は、推進委員会の活動について国民の理解を深めるよう広報に努めるとともに、

広く国民のＰＦＩ事業についての理解を深め、ＰＦＩ事業の円滑な実施を図るため、政府の

行う広報に協力する。 

 

 ６ 推進委員会は、上記各項目に係る調査審議に資するため、収集されたＰＦＩ事業に関する

情報について分析し、ＰＦＩ事業の実施促進に必要な調査を行うことその他以上の活動に伴

い必要なＰＦＩ事業の実施を促進する上で必要な業務を遂行する。 

 

六 地方公共団体における特定事業の実施に関する基本的な事項 

 

 地方公共団体においては、前項までの事項を参考として、次の事項に留意の上、特定事業の円

滑な実施に努めるものとする。 

 

 １ 支援 

   (1)  必要があると認めるときは、選定事業の用に供する間、公有財産を無償又は時価より

低い対価で選定事業者に使用させることができること。 

   (2)  選定事業の実施を支援するために必要な資金の確保又はそのあっせんに努めること。 

(3) 実施方針に照らして、選定事業者に対し、必要な財政上及び金融上の支援を行うこと。 

なお、選定事業者に対する支援は、整備される施設の特性、事業の実施場所等に応じた

柔軟かつ弾力的なものであること。 

 

 ２ 規制緩和 

  民間事業者の技術の活用及び創意工夫の十分な発揮を妨げるような地方公共団体独自の規

制については、その撤廃又は緩和を速やかに推進すること。 
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 ３ ＰＦＩ事業の推進 

   (1)  特定事業の選定、民間事業者の評価、選定に当たっては、公平性、透明性の確保を図

ること。 

   (2)  特定事業の実施に際し必要となる諸手続については、円滑に事務処理を行い、その促

進を図ること。 

   (3)  民間事業者の発案に係る受付、評価、通知、公表等を行う体制を整える等、適切な対

応を図ること。 

   (4)  ＰＦＩ事業に関する情報の収集を行うとともに、特定事業の実施に関して、住民に対

する知識の普及、情報の提供等を行い、住民の理解、同意及び協力を得るための啓発活動

を推進すること。 

   (5)  民間事業者に対する技術的な援助について必要な配慮を加えるとともに、特許等の技

術の利用の調整その他民間事業者の有する技術の活用について、特段の配慮を行うこと。 

   (6)  協定等に基づき債務負担行為を行う場合は、長期的な財政負担の在り方に十分配慮し

ながら、財政の健全性と柔軟性を保持し、中長期的な観点からの財政負担の縮減を図るこ

と。 

   (7)  民間事業者の選定に当たっては、競争性を担保しつつ、総合評価方式、性能発注方式

の活用など、ＰＦＩ事業の態様に適した方法を採用するよう努めること。 

 

七 その他特定事業の実施に関する基本的な事項 

 

 １ 政府は、推進委員会の協力の下、内外のＰＦＩに関する情報、選定事業の実施状況、ＰＦ

Ｉ事業に関連する法制度、税制等に関する情報等、ＰＦＩ事業の円滑な推進に寄与する情報

を収集し、国民のＰＦＩ事業に対する理解やＰＦＩ事業に関わる関係者の便宜のため、これ

を広く一般に供する。 

 

 ２ 政府は、広く国民のＰＦＩ事業の理解を深め、ＰＦＩ事業の円滑な実施を図るため広報を

行う。 
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資料 3  地方公共団体におけるＰＦＩ事業について 

  
自 治 画 第 6 7 号 

                              平 成 1 2 年 3 月 2 9 日 

                                            （平成17年10月3日一部改正）  

 

 各 都 道 府 県 知 事    

                             殿  

 各 指 定 都 市 市 長    

 

 

                                  自 治 事 務 次 官  

 

地方公共団体におけるＰＦＩ事業について  

 

 

 今般、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年

法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）第４条第１項に定める基本方針が制定さ

れました。地方公共団体においては、下記事項に留意のうえ、適切に対応されるようお

願いします。  

 なお、貴都道府県内市区町村にもこの旨周知されるようお願いします。  

 

記  

 

第１ 総括的事項  

１  ＰＦＩ法は、平成１１年９月２４日に施行され、同法第４条第１項に基づき、内閣

総理大臣が、平成１２年３月１３日、別添のとおり基本方針を定めたところであること。  

 基本方針は、国（独立行政法人、特殊法人その他の公共法人を含む。）が公共施設等

の管理者等として行うＰＦＩ事業について主として定めたものであり、地方公共団体に

ついては、ＰＦＩ法第３条に規定する基本理念にのっとり、本基本方針を勘案した上で、

公共性及び安全性の確保、資金の効率的使用、民間事業者の自主性の尊重等に配慮して、

地域における創意工夫を生かしつつ、ＰＦＩ事業が円滑に実施されるよう必要な措置を

講ずるものとされていること。（ＰＦＩ法第４条第７項） 

 

２ 以下、本通知において、次の用語は、それぞれ下記のとおりとする。  

(1) ＰＦＩ事業  地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施するＰ

ＦＩ法第２条第４項に定める「選定事業」をいう。  

(2) ＰＦＩ事業者  ＰＦＩ法第７条第１項の規定によりＰＦＩ事業を実施する者として

選定された者をいう。  

(3) ＰＦＩ契約  地方公共団体とＰＦＩ事業者の間で締結される、ＰＦＩ事業に係る契
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約をいう（ＰＦＩ法第９条に定める議会の議決が必要な契約にあっては、これを経たも

のに限る。）。  

(4) 政府調達協定 １９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協

定をいう。  

(5) 特例政令 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号）をいう。 

 

３ ＰＦＩ法第９条及び民間資金等の活用による公共施設等の整備の促進に関する法律

施行令に定めるとおり、以下のＰＦＩ契約については、あらかじめ議会の議決を経なけ

ればならないこと。これは、地方自治法第９６条第１項第５号に定める議会の議決との

均衡を考慮するとともに、ＰＦＩ事業に係る将来の財政負担等を議会においてチェック

する趣旨であること。また、この場合における金額は、ＰＦＩ契約の予定価格の金額の

うち維持管理、運営等に要する金額を除いた金額により判断するものであること。  
 

                                    千円  
都道府県           ５００，０００  

地方自治法（昭和二十二年  
法律第六十七号）第二百五  
十二条の十九第一項に規定  
する指定都市（以下この表  
において「指定都市」とい  
う。）            ３００，０００  

市（指定都市を除く。）    １５０，０００  

  
 
 
法第二条第五項に規定する選定事業者  
が建設する同条第一項に規定する公共  
施設等（地方公共団体の経営する企業  
で地方公営企業法（昭和二十七年法律  
第二百九十二号）第四十条第一項の規  
定の適用があるものの業務に関するも  
のを除く。）の買入れ又は借入れ  

町村                          ５０，０００
   
４ ＰＦＩ事業の実施の検討に当たっては、事前に適切な需要見通しを行うなど、事業

自体の必要性を十分に検討するとともに、事業者選定段階においても、需要変動リスク

が存在する事業又は大きな事業については、過大な需要見通しを前提とした事業提案で

ないか十分に審査すること。  

なお、「民間と競合する公的施設の改革について」（平成１２年６月９日付け自治事

 務次官通知）の趣旨も踏まえて適切に対応すること。 

 

５  ＰＦＩ法が、いわゆる第三セクターの抱える諸課題等を考慮のうえ立法された経緯

も踏まえ、ＰＦＩ契約において、ＰＦＩ事業者とのリスクの分担（ＰＦＩ事業の継続が

困難になった場合の措置を含む。以下同じ。）を明確にしておくとともに、ＰＦＩ事業

者に対する安易な出資及び損失補償は、厳に慎むこと。 

 

６  総務省は自治行政局地域振興課を窓口として相談に応じることとしているので、Ｐ

ＦＩ事業の実施を検討している地方公共団体は積極的に相談すること。また、(財)地域

総合整備財団において、ＰＦＩアドバイザーの派遣、ＰＦＩ研修会、民間事業者との意

見交換会などを実施し、相談窓口を設置しているので、適宜活用を図ること。さらに、
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同財団において、自治体ＰＦＩ推進センターが設置されているので、地方公共団体間の

意見交換及び情報の共有の場としてあわせて活用を図ること。  

 なお、ＰＦＩ事業に対する貸付けであって現行のふるさと融資の要件を満たすものに

ついては、これを対象とするものであること。詳細は（財）地域総合整備財団に照会す

ること。 

 

７ ＰＦＩ事業の実施に当たっては、実施方針、選定結果、契約、協定、金融機関との

直接の取決め（ダイレクト・アグリーメント）、ＰＦＩ事業者の決算報告及び監視等の

結果についてもすべて公開し、ＰＦＩ事業選定の手続及び実施の透明性の確保を図るこ

と。  

 

第２ ＰＦＩ事業に係る債務負担行為の位置付け  

 ＰＦＩ法に基づいて公共施設等の整備を行うために設定される債務負担行為は、効率

的かつ効果的な公共施設等の整備のために設定されるものであり、「もっぱら財源調達

の手段として設定する債務負担行為」（「債務負担行為の運用について」（昭和４７年

９月３０日付け自治導第１３９号））に該当するものではないと解されること。  

 しかしながら、この場合においても財政の健全性を確保する必要があるので、ＰＦＩ

事業における債務負担行為に係る支出のうち、施設整備費や用地取得費に相当するもの

等公債費に準ずるものを起債制限比率の計算の対象とするものであること。  

 

第３ ＰＦＩ事業に係る地方財政措置  

 ＰＦＩ事業のうち１の要件を満たすものに係る施設整備費について、地方公共団体が

ＰＦＩ事業者に対して財政的支出を行う場合、２の財政措置を講じること。なお、具体

的内容については「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平

成１１年法律第１１７号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置

について」（平成１２年３月２９日付け自治省財政局長通知）を参照すること。  

 

１ 要件  

 ア 当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転（当該施設の整備後直

ちに移転する場合を含む。）するもの又はＰＦＩ契約が当該施設の耐用年数と同程度の

期間継続するものであること。  

 イ 通常当該施設を地方公共団体が整備した場合に国庫補助負担制度がある事業につ

いては、ＰＦＩ事業で整備する場合にも同等の措置が講じられるものであること。  

 

２ 財政措置の内容  

 ア 国庫補助負担金が支出される事業  

   当該国庫補助負担金の内容に応じて、地方公共団体が直接整備する場合と同等の

地方債措置又は地方交付税措置を講じること。  

 イ 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業  

   地方公共団体が直接整備する場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある
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施設については当該措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがない施設（公

共性が高く、かつ非収益的な施設で一定の要件を満たすものに限る。）については

一定の範囲で、地方交付税措置を講じること。  

 

第４ 税制上の措置  

 

(1) ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業の用に供する土地については、特別土地保有税の非課税

措置が講じられていること。（地方税法第５８６条第２項第１号の２７）  

(2) ＰＦＩ事業者が、港湾法に規定する無利子貸付けを受けてＰＦＩ事業として整備す

る特定用途港湾施設のうち一定のもの、政府の補助金を受けてＰＦＩ事業として整備す

る廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理施設のうち一定のもの、

政府の補助金を受けてＰＦＩ事業として整備する国立大学法人法に規定する国立大学の

校舎のうち一定のもの又はＰＦＩ事業（法律の規定により公共施設等の管理者等である

国又は地方公共団体がその事務又は事業として実施するものに限る。）として整備する

公共施設等のうち一定のものについて、不動産取得税又は固定資産税若しくは都市計画

税の課税標準の特例措置が講じられていること。（地方税法附則第１１条第２５項から

第２７項まで及び第３１項並びに同法附則第１５条第４８項、第４９項、第５１項及び

第５５項）  

 

第５ 契約関係  

１ ＰＦＩ契約の相手方の決定の手続については、基本方針「二 民間事業者の募集及

び選定に関する基本的な事項」を参考として、適切に実施すること。  

２ 契約の相手方の選定方法の原則（一般競争入札）  

           総合評価一般競争入札の活用等  

 ＰＦＩ事業者の選定方法は、公募の方法等によることとされており（ＰＦＩ法第７条

第１項）、一般競争入札によることが原則とされていること。  

 この場合において、ＰＦＩ契約においては、価格のみならず、維持管理又は運営の水

準、ＰＦＩ事業者とのリスク分担のあり方、技術的能力、企画に関する能力等を総合的

に勘案する必要があることにかんがみ、総合評価一般競争入札（地方自治法施行令第１

６７条の１０の２）の活用を図ること。  

 この際、あらかじめ学識経験者の意見を聴き、落札者決定基準を適切に定め、公表す

ること等、所定の手続について十分留意すること。（「地方自治法施行令の一部を改正

する政令の施行について」（平成１１年２月１７日付け自治行第３号自治事務次官通知）

を参照のこと。） 

 

３ 随意契約による場合の留意点  

 上記１によらず、随意契約の方法によるためには、地方自治法施行令第１６７条の２

第１項各号に該当することを要すること。この場合において、以下の点に留意すること。  

(1) 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号「その性質又は目的が競争入札に適

しないものをするとき」については、普通地方公共団体において当該契約の目的、内容
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に照らしそれに相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定しその者との

間で契約の締結をするという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を究

極的に達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につ

ながると合理的に判断される場合もこれに当たると解されているところであり（別紙昭

和６２年３月２０日最高裁第２小法廷判決参照）、ＰＦＩ契約についてもこれを踏まえ

て適切に判断するものであること。  

(2) 同条第５号「時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込み

のあるとき」とは、相手方が多量のストックをかかえ売り込む意欲が強い場合等、相手

方が特殊な地位に立っている場合が該当するものとされていること。この場合において、

同号の「著しく有利な価格」とは、一般的には、品質、性能等が他の物件と比較して問

題がなく、かつ、予定価格（時価を基準としたもの）から勘案しても、競争入札に付し

た場合より誰が見てもはるかに有利な価格で契約できるときと解されており、したがっ

て、当該地方公共団体が当該公共施設等を整備すると仮定する場合の価格と当該相手方

の価格を比較するとともに、一般的なＰＦＩ事業者がＰＦＩ方式で整備すると仮定した

場合の標準的な価格と比較し、著しく有利であるか否かにより判断するものであること。 

 

４ 政府調達協定の適用を受けるＰＦＩ契約についての留意点  

(1) ＰＦＩ契約は、公共施設等の建設のみならず、維持管理及び運営をも内容とするも

のであり、このため、政府調達協定対象の役務と対象外の役務の双方を包含する混合的

な契約となりうるものであること。  

 こうした混合的な契約においては、主目的である調達に着目し、全体を当該主目的に

係る調達として扱うこととされており、主目的が物品等又は協定の対象である役務の調

達契約であって、当該契約の全体の予定価格（主目的以外の物品等及び役務に係る価額

を含む。）が適用基準額を超える場合に、特例政令の適用を受けることとされているの

で、都道府県及び指定都市においては留意すること。（「地方公共団体の物品等又は特

定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について」平成７年１１月１日付け自治行

第８４号行政課長通知参照）  

(2) 特例政令第１０条本文において引用する地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号の「緊急の必要｣とは、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競争入札の方

法による手続をとるときは、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することが

できなくなり、経済上はなはだしく不利益を被るに至るような場合を想定していること。 

(3) 特例政令第１０条第１項第６号は、設計契約について随意契約によることができる

としているものであり、建設、維持管理、運営等、設計以外の内容を一体的に含むＰＦ

Ｉ契約は、その対象ではないものと解されること。  

 

５ その他  

(1) ＰＦＩ契約の相手方の決定の手続に際しては、特別目的会社に対する出資予定者等

により構成される、法人格の無い共同企業体の形式で参加し、ＰＦＩの選定事業者とな

った後に、初めて法人格を持った特別目的会社を設立して、地方公共団体との間でＰＦ

Ｉ契約を締結することも差し支えないこと。  
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(2) 民間事業者による発案が可能とされている（ＰＦＩ法第４条第２項第１号）が、提

案を行った民間事業者を相手方として、随意契約によるＰＦＩ契約を締結するためには、

地方自治法施行令第１６７条の２第１項各号（政府調達協定の適用を受ける場合におい

ては、特例政令第１０条第１項各号）に該当する必要があること。  

(3) ＰＦＩ契約の相手方となる民間事業者の選定手続に参加した民間事業者に対し、一

定のコンペ料等を支払うことを妨げるものでないこと。  

(4) ダイレクト・アグリーメントの締結等を通じ、ＰＦＩ事業者と金融機関との間のリ

スク分担についても十分な関心を払う必要があること。  

(5) ＰＦＩ事業者の責に帰する事由による契約解除の際に施設の所有権を取得・保持す

るための買取り規定の設定に際しては、金融機関による融資との関係にも留意し、適切

に判断する必要があること。  

 

第６ 公の施設関係  

１ ＰＦＩ法に基づいて公共施設等を整備しようとする場合の当該公共施設等の管理に

ついては、公の施設制度の趣旨を踏まえ、公の施設として管理すべきか否か適切に判断

するものであること。  

 

２ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合にあっては、施設の設置、その

管理に関する事項等については条例でこれを定めるものであること。（地方自治法第２

４４条の２第１項及び第２項）  

 

３ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設を公の施設

として供用する間、ＰＦＩ事業者が施設の所有権を有する場合は、地方公共団体は、公

の施設を設置するに伴って住民に対して負う責務を全うするに十分な、安定的な使用権

原（賃借権等）を取得しておく必要があること。  

 

４ ＰＦＩ事業により公の施設を整備しようとする場合であって、当該施設の管理を包

括的に民間事業者に行わせる場合は、原則として地方自治法第２４４条の２第３項に規

定する公の施設の指定管理者の制度を採用すること。  

 ただし、民間事業者に対して、包括的な委任でなく、例えば下記の諸業務をＰＦＩ事

業として行わせることは可能であり、また一の民間事業者に対してこれらの業務のうち

複数のものをＰＦＩ事業として行わせることも可能であること。その場合にあっては、

当該民間事業者については、当該公の施設の利用に係る料金を当該民間事業者の収入と

して収受させること及び当該料金を当該民間事業者が定めることとすることはできない

こと。（地方自治法第２４４条の２第８項、第９項）  

 ① 下記のような事実上の業務  

  ・施設の維持補修等のメンテナンス  

  ・警備  

  ・施設の清掃  

  ・展示物の維持補修  
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  ・エレベーターの運転  

  ・植裁の管理  

 ② 管理責任や処分権限を地方公共団体に留保した上で、管理や処分の方法について

あらかじめ地方公共団体が設定した基準に従って行われる下記のような定型的行為  

  ・入場券の検認  

  ・利用申込書の受理  

  ・利用許可書の交付  

 ③ 私人の公金取扱いの規定（地方自治法第２４３条、同法施行令第１５８条）に基

づく使用料等の収入の徴収  

 ④ 当該施設運営に係るソフト面の企画  

 

５ ＰＦＩ事業において、指定管理者の制度を採用する場合には、指定管理者に関し条

例に定める事項（地方自治法第２４４条の２第４項）、指定の期間（同条第５項）及び

指定にはあらかじめ議会の議決を経なければならないこと（同条第６項）について、Ｐ

ＦＩ事業の円滑な実施が促進されるよう適切な配慮をするとともに、指定の取消し又は

管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令を行う場合におけるＰＦＩ事業の取扱いに

ついて、あらかじめ明らかにするよう努めるものとされていること。（ＰＦＩ法第９条

の２）  

 

第７ 公有財産関係その他  

 ＰＦＩ事業により公有地上に公共施設等を整備する場合には、下記の事項について留

意すること。  

(1) 当該施設の所有権が当該施設の整備後直ちに地方公共団体に移転し、供用される場

合には、当該施設の用地は行政財産として位置づけられるものであること。  

(2) 当該施設の所有権が一定期間経過後に地方公共団体に移転する場合であって、当該

期間中、ＰＦＩ事業者に対して普通財産として用地を貸し付けるときは、最終的に当該

施設の所有権が当該地方公共団体に移転し、その行政財産になる時点において、当該施

設の用地も、普通財産から行政財産に切り替える必要があること。  

(3) 地方公共団体の行政財産については、原則として貸付け等や私権を設定することが

できないこととされているが、次に掲げる場合において、一定の条件の下でＰＦＩ事業

者に対する特例が設けられていること。  

 ① 地方公共団体は、ＰＦＩ事業に係る行政財産を、地方自治法第２３８条の４第１

項の規定にかかわらず、貸し付けることができること。（ＰＦＩ法第１１条の２第６

項）  

 ② 地方公共団体は、一棟の建物の一部がＰＦＩ事業に係る公共施設等である場合に

おける当該建物の全部又は一部をＰＦＩ事業者が所有しようとする場合において、地

方自治法第２３８条の４第１項の規定にかかわらず、行政財産である土地を貸し付け

ることができること。（同条第７項）（当該建物のうちＰＦＩ事業に係る公共施設等

以外の部分をＰＦＩ事業者から譲り受けようとする者（同条第９項）又は更に譲り受

けようとする者に対する当該行政財産である土地の貸付けを含む（同条第１０項）。
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③において同じ。）  

 ③ 地方公共団体は、②に規定する建物のうちＰＦＩ事業に係る公共施設等以外の部

分をＰＦＩ事業終了後においてもＰＦＩ事業者が引き続き所有しようとする場合にお

いて、地方自治法第２３８条の４第１項の規定にかかわらず、②の行政財産である土

地を貸し付けることができること。（同条第８項）  

 ④ 地方公共団体は、一定の公益的施設等の設置事業であって、ＰＦＩ事業の実施に

資すると認められるものに係る行政財産を、地方自治法第２３８条の４第１項の規定

にかかわらず、貸し付けることができること。（ＰＦＩ法第１１条の３第５項）（当

該施設をＰＦＩ事業者から譲り受けようとする者（同条第７項）又は更に譲り受けよ

うとする者（同条第８項）に対する当該行政財産の貸付けを含む。⑤において同じ。） 

 ⑤ 地方公共団体は、④に規定する公益的施設等をＰＦＩ事業終了後においてもＰＦ

Ｉ事業者が引き続き所有し、又は利用しようとする場合において、④の行政財産を貸

し付けることができること。（同条第６項）  

 ⑥ ①から⑤までの貸付けについては、民法第６０４条並びに借地借家法第３条及び

第４条の規定は、適用されないこと。  

 ⑦ ①から⑤までの貸付けについては、地方自治法第２３８条の２第２項及び第２３

８条の５第３項から第５項までの規定が準用されること。  

 

（別紙）  

 

○ 最高裁第二小法廷判決 （昭和６２年３月２０日）  

 「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、原判決の判示する

とおり、不動産の買入れ又は借入れに関する契約のように当該契約の目的物の性質から

契約の相手方がおのずから特定の者に限定されてしまう場合や契約の締結を秘密にする

ことが当該契約の目的を達成する上で必要とされる場合など当該契約の性質又は目的に

照らして競争入札の方法による契約の締結が不可能又は著しく困難というべき場合がこ

れに該当することは疑いがないが、必ずしもこのような場合に限定されるものではなく、

競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難とはいえないが、不特定多数の

者の参加を求め競争原理に基づいて契約の相手方を決定することが必ずしも適当ではな

く、当該契約自体では多少とも価格の有利性を犠牲にする結果になるとしても、普通地

方公共団体において当該契約の目的、内容に照らしそれに相応する資力、信用、技術、

経験等を有する相手方を選定しその者との間で契約の締結をするという方法をとるのが

当該契約の性質に照らし又はその目的を究極的に達成する上でより妥当であり、ひいて

は当該普通地方公共団体の利益の増進につながると合理的に判断される場合も同項１号

（注：昭和４９年改正前の地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号。現同項第２

号）に掲げる場合に該当するものと解すべきである。そして、右のような場合に該当す

るか否かは、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の

契約締結の方法に制限を加えている前記法及び令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ご

とに、当該契約の種類、内容、性質、目的等諸般の事情を考慮して当該普通地方公共団

体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解するのが相当である。 
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資料 4  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平 

成１１年法律第１１７号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係 

る地方財政措置について 

                                 

自 治 調 第 2 5 号  

平成 12 年 3 月 29 日  

   各都道府県知事 

             殿 

各指定都市市長 

                                 自治省財政局長 

 

 

      民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年 

法律第１１７号）に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置に 

ついて 

 

 

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７

号）（以下「ＰＦＩ法」という。）は、平成１１年９月２４日に施行され、ＰＦＩ法第４条に基づ

く基本方針が平成１２年３月１３日に公布されたところである。 

 地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定め、ＰＦＩ法に基づいて実施する事業

（以下「ＰＦＩ事業」という。）については、「地方公共団体におけるＰＦＩ事業について」（平

成１２年３月２９日付け自治事務次官通知）によりその基本的な考え方が示されたところである

が、地方財政措置の具体的な内容については下記のとおりであるので留意願います。 

 なお、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知願います。 

 

記 

 

第１ ＰＦＩ事業に係る財政措置について 

 

 地方公共団体がＰＦＩ法第５条第１項の実施方針を定めて実施するＰＦＩ事業のうち１の要

件を満たすものに係る施設整備費について、地方公共団体がＰＦＩ法第２条第５項に定める選定

事業者（以下「ＰＦＩ事業者」という。）に対して財政的支出を行う場合、２の財政措置を講じ

ることとする。 

 

１ 要件 

 ① 当該施設の所有権が一定期間経過後に当該地方公共団体に移転（当該施設の整備後直ちに

移転する場合を含む。）するもの又はＰＦＩ契約（地方公共団体とＰＦＩ事業者の間で締結

されるＰＦＩ事業に係る契約をいう。）が当該施設の耐用年数と同程度の期間継続するもの
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であること。 

② 通常当該施設を地方公共団体が整備する場合（以下「直営事業の場合」という。）に国庫

補助負担制度がある事業については、ＰＦＩ事業で整備する場合にも同等の措置が講じられ

ること。 

 

２ 財政措置の内容 

 (1) 国庫補助負担金が支出されるＰＦＩ事業 

  ア 基本的な考え方 

     当該国庫補助負担金の内容に応じて、直営事業の場合と同等の地方債措置又は地方交

付税措置を講じる。 

  イ 具体的な内容 

   ①地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を支出

する場合 

      地方公共団体が支出を行うに当たって、直営事業の場合と同種の地方債をその財源

とすることができることとし、直営事業の場合に当該地方債の元利償還金に対して交

付税措置を講じている場合には、同様の交付税措置を行う。 

   ②地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し後年度に整備費相当分の全部又は一部を割賦払い、

委託料等の形で分割して支出する場合 

      地方公共団体が負担する整備費相当分（金利相当額を含む。）について、直営事業

の場合の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるよう

に、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。 

  

(2) 地方単独事業として実施されるＰＦＩ事業 

  ア 基本的な考え方 

     直営事業の場合に施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設については当該

措置内容に準じて、そのような財政措置の仕組みがない施設（公共性が高く、かつ非収

益的な施設で一定の要件を満たすものに限る。）については一定の範囲で地方交付税措

置を講じる。 

     なお、ふるさとづくり事業に対する地域総合整備事業債の充当等、一定の政策目的に

基づき地方公共団体の自主的、主体的な判断の下に行われる各種事業に対し講じられて

いる財政措置は、「施設の種別に応じた財政措置」には当たらないことに留意すること。 

  イ 具体的な内容 

   ①施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設（複合的な機能を有する施設について

は、当該部分を分別できる場合における当該部分）の場合 

      地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は

後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何

らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額（金利

相当額を含む。）に対し、直営事業の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政
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措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う。 

   ②施設の種別に応じた財政措置の仕組みがない施設の場合 

      下記の要件を満たす施設について、地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し、施設整備

時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形

で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担す

る場合、当該負担額の合計額（用地取得費を含まず、金利相当額を含む。）の２０％

に対し均等に分割して一定期間交付税措置を行う。 

     （施設の要件） 

       通常地方公共団体が整備を行っている公共性の高い施設であり、かつ非収益的な

施設（無料又は低廉な料金で住民の用に供され、施設整備費の全部又は一部を料金

ではなく地方公共団体の財源で負担することが通例である施設）であること。なお、

庁舎等公用施設は対象としない。 

  

(3) 資金手当のための地方債 

    (1)及び(2)の財政措置に加えて、１の要件を満たすＰＦＩ事業について、地方公共団体

がＰＦＩ事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を負担する場合には、必

要に応じて資金手当のための地方債措置を講じる。 

  

(4) ＰＦＩ事業者に貸与するための土地取得に要する経費 

    ＰＦＩ法第１２条第２項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が実施方針を定め、ＰＦＩ

法に基づいて実施するＰＦＩ事業の選定事業者に貸し付ける目的で用地を取得する場合

には、必要に応じて資金手当のための地方債措置を講じる。 

  

(5) 地方公営企業におけるＰＦＩ事業 

    地方公営企業において施設整備にＰＦＩ事業を導入する場合には、通常の地方公営企業

に対する財政措置と同等の措置を講じる。 

 

第２ 留意事項 

 ① 上記の財政措置は、ＰＦＩ法に基づいて地方公共団体が実施方針を定めて実施するＰＦＩ

事業に係る措置であり、ＰＦＩ法に基づかないで行われる事業については適用されないこと。 

 ② 上記の財政措置は、施設整備費相当分について地方公共団体が財政的支出を行う場合の措

置であり、地方公共団体の選定事業者に対する支出が施設整備費のみならず運営費、維持管

理費等も含んでいる場合には、適切な方法により施設整備費相当部分を分別して財政措置を

行うものであること。 

 ③ 上記の財政措置が適用されるＰＦＩ事業を実施しようとする地方公共団体は、事前に

自治大臣官房企画室に相談すること。なお、本通知文の内容についての問い合わせは自

治省財政局調整室に行うこと。
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資料 5  ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて 

 

総 行 行 第 4 3 号    

総 行 地 第 4 4 号    

平成 15 年 3 月 31 日    

 

各都道府県・各指定都市 

 ＰＦＩ・契約担当部局長  殿 

 

 

 

総務省自治行政局行政課長      

 

 

 

総務省自治行政局地域振興課長     

 

 

 

       ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて 

 

 

今般、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹

事会において、別添の「ＰＦＩ事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」

が申合せされました。 

国の関係府省においては、今後ＰＦＩ事業を実施する際には、当該申合せにある留意

事項について個別の事業毎に留意することとされておりますが、各地方公共団体におい

ても、別添の申合せにある留意事項を参考の上、適切に対応されるようお願いします。 

なお、別添の申合せにある留意事項中、入札及び契約に関する会計法令上の仕組みは、地方自

治法令上も基本的には同様の仕組みとなっていることから、入札及び契約に関する会計法令の解

釈にわたる部分については、地方自治法令上も同様の解釈となることを申し添えます。 

  各都道府県におかれましては、以上のことについて、貴管内市町村に対しても、速やかに周知

されますようお願いします。 
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別 添  

 

 

ＰＦＩ事業に係る民間事業者の 

選定及び協定締結手続きについて 

 

 

平成１５年３月２０日 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の 

促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ 

 

 

 

  ＰＦＩ事業を実施する際の民間事業者の選定及び協定の締結に

係る事項については、平成１３年１月２２日にＰＦＩ推進委員会

においてとりまとめられた「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガ

イドライン」において、民間事業者の選定及び協定締結等に係る

実務上の指針が示されているが、これまでに実施されたＰＦＩ事

業における課題等を踏まえ、さらなるＰＦＩ事業の普及・促進に

資するため、民間事業者の選定及び協定締結手続きに関する留意
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事項について関係府省において検討が行われた結果、別紙のとお

りとりまとめが行われた。 

 

  関係府省においては、今後ＰＦＩ事業を実施する際には、別紙

に示す事項について、個別の事業ごとにその取扱いに留意し、Ｐ

ＦＩ事業を円滑に実施することに努めることとする｡ 
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ＰＦＩ事業に係る民間事業者の 

選定及び協定締結手続きについて 

 

 

(1)  民間事業者の選定方法について 

 

 ＰＦＩ事業は、公共施設等の建設、維持管理及び運営（これらに関する企画を含む）に

ついて、具体的な仕様の特定を必要最小限にとどめて発注を行うことにより、民間の資金、

経営能力及び技術的能力を積極的に活用することを目的とするものである。したがって、

ＰＦＩ事業においては、民間事業者は応募に際して価格と事業提案をあわせて発注者に提

出することとなるが、事業内容が複雑で多岐にわたる事業において、多くの事業者に並行

して詳細にわたる事業提案を作成させる選定手続きをとった場合には、最終的に落札する

可能性が低い中で詳細な提案を作成することが民間事業者にとって過大な負担となること

も考えられる。 

 ＰＦＩ事業を円滑に実施するためには、民間事業者の創意工夫を最大限活用することが

重要であり、民間事業者の負担に関して発注者として適切に考慮するとの観点から、事業

内容によっては、競争性を損なわないとの前提の下で、詳細な事業提案を提出する事業者

を一定の段階であらかじめ絞り込むことが考えられる。 

 「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」においては、会計法令の適用を受け

る契約に関しては、一般競争参加者の資格要件及び審査基準を適切に設定すること、当該

事業を適切に実施できる能力を有する民間事業者のみがより詳細な事業計画等を作成の上

一般競争入札に参加できるようにすることが適当であるとされている。 

 この考え方に基づき、競争入札の資格（国の行う契約については、予算決算及び会計令

第七十二条及び第七十三条に規定される資格）の審査に際して、各民間事業者に、事業に

ついての基本的な考え方や、施設の設計・建設、維持管理・運営についての考え方、資金

調達及びリスク分担についての考え方等をその内容として含む事業計画の概要を提案させ、

各提案があらかじめ定める審査基準を満たしているか否か審査することによって、事業者

の絞込みを行うことが可能である。 

 

 

(2)  入札前の事業の実施方針、契約書案等の変更等について 

 

 ＰＦＩ事業においては、事業の実施方針の公表後の市場調査や、民間事業者等からの発

案や意見を踏まえ、必要に応じて特定事業の選定までに当該実施方針の内容（事業内容、
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リスク分担のあり方等）を見直し、事業実施のスケジュールに配意しつつ、実施方針の変

更を適宜に行うことによって、事業の円滑な実施が図られるものと考えられる。 

 また、事業の実施方針が公表された後、入札が行われるまでの間、入札参加予定の民間

事業者において、詳細な事業提案の作成等の入札準備が円滑に進められるよう、入札の際

の判断材料となる事項について、発注者側との間で十分な意思疎通が図られるべきである。 

 特に、ＰＦＩ事業は、契約の履行期間が長期に及ぶものも多く、事業の特性に応じて、

事業期間中に生じ得るさまざまな事由に対応するために、個々の事業の特性に応じてリス

ク分担等を決めることが必要となる。その際、リスク分担については、「ＰＦＩ事業におけ

るリスク分担等に関するガイドライン」（平成１３年１月２２日とりまとめ）の内容を踏ま

え、事業実施のための最適な分担を決めることとなる。 

 「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」においては、民間事業者の募集に当

たり、発注者の意図が応募者に的確に伝わるように、契約書案の添付又は入札説明書等に

おいて契約条件の基本的な考え方をできる限り具体的に示すことが必要であるとされてお

り、また発注者と民間事業者との間で考え方の齟齬を来たさないように、可能な限り複数

回、質問・回答の機会を設けることが望ましいとされている。 

 発注者においては、質問・回答等の機会において提示される民間事業者の意見に耳を傾

けつつ、円滑な事業実施のために必要と認められる場合には、契約書案、入札説明書等の

内容についての適宜の修正や変更を行い、民間事業者に対して公表することとする。修正

や変更に際しては、民間事業者が検討を行うために必要な時間を確保することに留意する。 

 なお、会計法令の適用を受ける契約について、公告において提示された内容を変更した

場合には、変更後に会計法令等において定める公告期間が必要となることに留意する必要

がある。 

 

 

(3)  協定締結の手続きについて 

 

 ＰＦＩ事業においては、いわゆる性能発注の考え方を取ることが必要であるため、個々

の事業者の事業提案内容が、あらかじめ発注者が契約書案を作成する段階で想定し得る範

囲内のものであるとは限らず、例えば事業者の個別提案に応じて、関連するリスク分担の

取決めやモニタリングの方法など、別途に決めることが必要な事項が生じることもあり、

また、契約の内容に含めるべき個別事項について、入札前の契約書案の中で具体的・確定

的に定めることが現実的に困難であるケースも想定される。 

 したがって、実際にＰＦＩ事業を実施するに当たり、入札前に明示的に確定することが

できなかった事項については、必要に応じて、落札者が決定された後の協定を締結する段
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階において、発注者と事業者との間で明確化を図ることは、ＰＦＩ事業の円滑な実施に資

するものであると考えられ、入札前に公表された契約書案、入札説明書等の内容について、

協定締結時に変更が一切許容されないものではない。 

 ただし、他の競争参加者が該当落札者よりもより有利な条件や価格を提示することが明

らかに可能となる条件変更を行うことは、競争性確保の観点からは許容されない。 
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資料6 地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく 

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について 

 

総行地第７５号 

平成１７年６月６日 

 

 

各都道府県・指定都市 

ＰＦＩ担当部局長 殿 

（ＰＦＩ担当課・市町村担当課扱い） 

総務省自治行政局地域振興課長 

 

地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく 

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について 

 

今般、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡 

会議幹事会において、標記の件について、別添のとおり申合せされましたので、各 

地方公共団体におかれましては、これらを参考の上、適切に対応されるようお願い 

します。 

なお、各都道府県におかれましては、以上のことについて、貴管内市区町村に対 

しても、速やかに周知されますようお願いします。 
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平成１７年６月６日 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の 

促進に関する関係省庁連絡会議申合せ 

 

地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の規定に基づく 

不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について 

 

今般、地方税法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第５号）の施行に伴い、民間 

資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号。 

以下「ＰＦＩ法」という。）第２条第５項に規定する選定事業者が同法第１０条第１項に 

規定する事業計画又は協定に従って実施する同法第２条第４項に規定する選定事業で政令 

で定めるもの（法律の規定により同条第３項第１号又は第２号に掲げる者がその事務又は 

事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により同条第１項 

に規定する公共施設等の用に供する家屋で政令で定めるもの（地方税法（昭和２５年法律 

第２２６号）附則第１１条第２６項及び第２７項の規定の適用を受けるものを除く。）を 

取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定につ 

いては、当該取得が平成２２年３月３１日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の 

２分の１に相当する額を価格から控除するという特例措置が認められた。 

また、ＰＦＩ法第２条第５項に規定する選定事業者が同法第１０条第１項に規定する事 

業計画又は協定に従って実施する同法第２条第４項に規定する選定事業で政令で定めるも 

の（法律の規定により同条第３項第１号又は第２号に掲げる者がその事務又は事業として 

実施するものであることを当該者が証明したものに限る。）により平成１７年４月１日か 

ら平成２２年３月３１日までの間に取得した同条第１項に規定する公共施設等の用に供す 

る家屋及び償却資産で政令で定めるもの（地方税法附則第１５条第４８項及び第４９項の 

規定の適用を受けるものを除く。）に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準 

は、地方税法第３４９条、第３４９条の２又は第７０２条第１項の規定にかかわらず、当 

該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の２分の 

１の額とするという特例措置が認められた。 

 

これらの特例措置の適用を受ける場合には、地方税法附則第１１条第２５項及び第１５ 

条第５１項の規定に基づき、「法律の規定によりＰＦＩ法第２条第３項第１号又は第２号 

に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであること」を当該者が証明すること 

が必要である。 

 

関係省庁においては、ＰＦＩ法第２条第３項第１号に掲げる公共施設等の管理者等とし 

て、上記証明を行うまでの間、別紙のとおり処理し、ＰＦＩ事業を円滑に実施することに 

努めることとする。 
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（別 紙） 

税制特例措置に係る公共施設等の管理者等の取扱いについて 

 

（１） 公共施設等の管理者等（以下「管理者等」という。）は、実施しようとするＰ

ＦＩ事業が「法律の規定により、その事務又は事業として実施するもの」に該当し

得る旨、必要に応じて当該事業が実施される都道府県・市町村の税務当局に確認の

うえ、実施方針において明らかにするものとする。 

これに併せて、管理者等は、当該事業が地方税法施行令（昭和２５年政令第２４ 

５号）附則第７条第２４項及び第１１条第６９項に掲げる要件に該当し、かつ、当 

該事業の対象となる施設等が地方税法施行令附則第７条第２５項各号及び第１１ 

条第７０項各号に掲げるもの以外のものであることについて、必要に応じて当該事 

業が実施される都道府県・市町村の税務当局に確認のうえ、実施方針において、税 

制上の措置として、地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の規定に 

基づく不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用対象となり得る 

旨を公表するものとする。 

なお、当該税制特例措置の実際の適用の有無に係るリスク分担の在り方について 

は、あらかじめ検討し、できる限り実施方針に添付するリスク分担表において公表 

することが望ましい。 

（２）（１）の前提として、管理者等は、実施方針作成の段階までに、税制特例措置の

適用対象となり得るかどうか、相当程度の蓋然性をもって判断できるよう、事業内

容の精査を図っておくことが望ましい。税制特例措置の適用関係の精査が不十分で

ある場合、税制特例措置についての不確かな記載は見合わせるものとする。 

（３） 特定事業の評価・選定に当たって、管理者等は、税制特例措置の適用対象とな

り得る場合には、これを見込んでＶＦＭの算定・公表を行うものとする。 

（４） 民間事業者の募集に当たって、管理者等は、実施方針公表時と同様に、当該事

業において税制特例措置の適用対象となり得る旨を入札説明書等において公表す

るものとする。 

なお、入札説明書等においては、入札参加者は特例措置の適用を受けることを前 

提とした提案書を作成する旨を明記し、また、当該税制特例措置の実際の適用の有 

無に係るリスク分担の在り方については、あらかじめ検討し、できる限り規定して 

おくことが望ましい。 

（５） 協定等の締結等に当たって、管理者等は、当該税制特例措置の実際の適用の有

無に係るリスク分担の在り方については、あらかじめ検討し、できる限り協定等で

取り決めておくことが望ましい。 

（６） 管理者等は、選定事業者がＰＦＩ事業により税制特例措置の適用対象となる固
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定資産を取得したときは、都道府県及び市町村の税務当局による課税処分が行われ

る前に、当該ＰＦＩ事業が「法律の規定により、その事務又は事業として実施する

もの」に該当する旨、証明するものとする。この場合において、管理者等は、対象

事業を特定の上、当該事業が要件に該当する旨を記載した証明書を、選定事業者に

対して交付するものとする。 

（７） 管理者等は、選定事業者が当該事業の実施される都道府県及び市町村の税務当

局へ税制特例措置の適用を申し出る際は、（６）により交付された証明書のほか、

実施方針、入札説明書、管理者等と選定事業者の間で締結した協定等を添付させる

こととする。 

（８） 本申合せ前に実施方針を公表した事業における手続きについては、上記の限り

ではない。 
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（参 考） 

実施方針における記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

証明書（様式例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

税制上の措置に関する事項 

 

本事業は、（該当する法律及び条項号）の規定により、（公共施設等の管理者等

の名称）がその事務又は事業として実施するものに該当し得る。 

加えて、本事業は、地方税法施行令附則第７条第２４項に掲げる要件に該当し、か

つ、 

（特例措置の対象となる施設名等）は、地方税法施行令附則第７条第２５項各号に

掲げるもの以外のものであることから、税制上の措置として、地方税法附則第１１

条第２５項に基づく不動産取得税の特例措置の適用対象となり得る。 

また、本事業は、地方税法施行令附則第１１条第６９項に掲げる要件に該当し、

かつ、（特例措置の対象となる施設名等）は、地方税法施行令附則第１１条第７０

項各号に掲げるもの以外のものであることから、税制上の措置として、地方税法附

則第１５条第５１項の規定に基づく固定資産税及び都市計画税の特例措置の適用

対象となり得る。 

（証明番号又は文書番号）

第 号

平成 年 月 日

（選定事業者の名称）殿 

 

本事業は、（該当する法律及び条項号）の規定により、（公共施設等の管理者等

の名称）がその事務又は事業として実施するものであることを証明する。 

 

（公共施設等の管理者等の名称） 印
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参考資料１ 

平成１７年５月１３日  

地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の 

規定に基づく税制特例措置の対象施設について 

 

地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項に規定する選定事業が、

同項に規定する「法律の規定により同条第３項第１号又は第２号に掲げる者が

その事務又は事業として実施するもの」に該当するか否かは、以下の考え方に

基づいて判断すべきものである。 

 

 １ 「～するものとする。」「～しなければならない。」「～することができ

る。」など、法律の文言にかかわらず、法律により、国や地方公共団体がその

事務又は事業として実施する権限が生じているものは、該当する。  

２ 法律が、その実施に際して一定の規制を設けるだけである場合は、該当しな

い。例えば、国や地方公共団体と同様の立場で、他の主体が実施可能であるも

のは、対象外となる。  

３ 法律上、国や地方公共団体以外の主体が実施可能であっても、原則として国

や地方公共団体が実施することとされているものは、該当する。（例…水道法）  

 

総務省自治税務局都道府県税課 

総務省自治税務局固定資産税課 
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参考資料２ 

平成１７年６月６日 

内閣府民間資金等活用事業推進室 

 

地方税法附則第１１条第２５項及び第１５条第５１項の規定に基づく 

税制特例措置の対象施設について 

 

 

地方税法施行令附則第７条第２５項及び第１１条第７０項の規定を踏まえ、現在進 

捗中のＰＦＩ事業に関し、本税制特例措置の対象となり得る施設について典型的な例 

としては、以下のような施設が考えられる。 

なお、下表は、現行のＰＦＩ事業における実施例を踏まえ、一定の整理を行ったも 

のであるが、個別の事業の事業形態・契約内容如何により、対象とならない場合もあ 

り得るものである。このため、実際の適用の可否については、ＰＦＩ事業が実施され 

る都道府県・市町村の税務当局に確認されたい。 

 

 

対象となりうる施設 

公立学校（小・中学校） 

高等学校（都道府県立） 

給食センター 

公民館 

産業廃棄物処理施設 

上水道施設 

卸売市場 

漁港施設 

地方競馬場 

都市公園 

自然公園 

下水道施設 

下水道汚泥広域処理施設 

警察施設 

消防施設 

行刑施設 

国の機関の事務庁舎 など 

 


